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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿の画像を読み取る画像読取装置において、
　透明部材と、前記透明部材上に載置された原稿の画像を読み取る読取部と、を含む読取
ユニットと、
　前記読取ユニットに対して回動可能に設けられた原稿搬送ユニットであって、前記透明
部材の上面が前記原稿搬送ユニットによって覆われる第１の位置と前記透明部材の上面が
露出される第２の位置との間を回動可能な原稿搬送ユニットと、
　を有し、
　前記原稿搬送ユニットは、
　　原稿を搬送する搬送部と、
　　前記搬送部を駆動するモータと、
　　前記画像読取装置を使用する使用者に関する情報が記憶された媒体がかざされること
により当該媒体から無線通信によって前記情報を受信する通信ユニットが取り付けられる
取付部と、
　を備え、
　前記原稿搬送ユニットが前記第１の位置に位置している状態において、前記原稿搬送ユ
ニットの回動軸に垂直且つ前記原稿が載置される前記透明部材の面に平行な第１方向にお
いて、前記原稿搬送ユニットの中心は、前記モータが設けられる位置と前記取付部が設け
られる位置との間に位置し、
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　前記原稿搬送ユニットが前記第１の位置に位置している状態において、前記回動軸に平
行な第２方向において、前記原稿搬送ユニットの中心は、前記モータが設けられる位置と
前記取付部が設けられる位置との間に位置し、
　前記画像読取装置は、一端が前記通信ユニットに接続される第１ケーブルの他端が接続
される接続部を有し、
　前記原稿搬送ユニットが前記第１の位置に位置している状態において、前記第１方向に
おいて、前記接続部は、前記原稿搬送ユニットの中心の位置に関して前記モータと同じ側
に設けられ、
　前記通信ユニットは、前記媒体としての認証カードから前記情報を受信するカードリー
ダであることを特徴とする画像読取装置。
【請求項２】
　前記画像読取装置は、一端が前記接続部に接続された第２ケーブルが接続される制御部
であって、前記画像読取装置を制御する制御部を有し、
　前記通信ユニットは、前記第１ケーブル、前記接続部、前記第２ケーブルを介して、前
記情報を前記制御部に送信することを特徴とする請求項１に記載の画像読取装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記モータを制御することを特徴とする請求項２に記載の画像読取装置
。
【請求項４】
　前記原稿搬送ユニットが前記第１の位置に位置している状態において、前記第１方向に
おいて、前記モータが設けられる位置と前記回動軸との間の距離は、前記取付部が設けら
れる位置と前記回動軸との間の距離よりも短いことを特徴とする請求項１乃至３のいずれ
か一項に記載の画像読取装置。
【請求項５】
　前記原稿搬送ユニットは、前記原稿搬送ユニットが回動される際に把持される把持部を
有し、
　前記原稿搬送ユニットが前記第１の位置に位置している状態において、前記回動軸に平
行な第２方向において、前記把持部は、前記原稿搬送ユニットの中心に関して前記モータ
と同じ側に設けられることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の画像読取
装置。
【請求項６】
　前記画像読取装置は、前記画像読取装置の動作に関する指示が入力される操作部を有し
、
　前記原稿搬送ユニットが前記第１の位置に位置している状態において、前記回動軸に平
行な第２方向において、前記取付部は、前記原稿搬送ユニットの中心に関して前記操作部
と同じ側に設けられることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の画像読取
装置。
【請求項７】
　前記画像読取装置は、前記取付部に取り付けられた前記通信ユニットを有することを特
徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載の画像読取装置。
【請求項８】
　前記読取部は、前記搬送部によって搬送された原稿の画像を読み取ることを特徴とする
請求項１乃至７のいずれか一項に記載の画像読取装置。
【請求項９】
　前記搬送部は前記原稿を搬送する搬送ローラであり、
　前記モータは前記搬送ローラを駆動することを特徴とする請求項１乃至８のいずれか一
項に記載の画像読取装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか一項に記載の画像読取装置と、
　前記画像読取装置によって得られた画像情報に基づいて記録媒体に画像を形成する画像
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形成部と、
　を有することを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原稿の画像を読み取る画像読取装置及びこれを具備する画像形成装置に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　電子写真方式を利用した画像形成装置等において、セキュリティ強化のためにＩＣカー
ドにより本人認証を求めるものが知られている。本人認証を行う認証装置は、画像形成装
置本体に設けられるオペレーションパネルに隣接する位置に設けられたり（特許文献１）
、画像形成装置本体の側面に設けられたりする（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許５５９３７０９号公報
【特許文献２】特開２０１３－３００４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　画像形成装置の小型化する一方、画像形成装置を操作するためのオペレーションパネル
はユーザビリティを考慮して大型化する傾向がある。そのため、オペレーションパネルに
隣接する位置にユーザと無線通信をするユーザ認証装置（通信手段）を配置できない場合
がある。また、画像形成装置本体の側面に認証装置を設ける構成にすると、画像形成装置
本体の側面から飛び出た位置に認証装置が配置されるため、設置場所に広いスペースを用
意しなければならない。そこで、画像形成装置本体の上部に設けられる画像読取装置の原
稿搬送装置に認証装置を配置することが考えられる。
【０００５】
　認証装置を原稿搬送装置の所定の場所に配置しようとした時に、適切な位置に配置しな
いと原稿搬送装置の重心のバランスが崩れてしまうおそれがある。原稿搬送装置は、原稿
を読取ガラスに押圧するための原稿圧板を有している。原稿搬送装置の重心が不適切な位
置になってしまうと、当該原稿圧板による原稿の押圧が不適切になるおそれがある。原稿
圧板による原稿の押圧が不適切だと、原稿が読取ガラスから浮き上がってしまい、原稿の
画像の読取不良が発生するおそれがある。
　上記課題に鑑み、本発明は、原稿の画像の読取不良が発生することを抑制することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る画像読取装置の一態様は、
　原稿の画像を読み取る画像読取装置において、
　透明部材と、前記透明部材上に載置された原稿の画像を読み取る読取部と、を含む読取
ユニットと、
　前記読取ユニットに対して回動可能に設けられた原稿搬送ユニットであって、前記透明
部材の上面が前記原稿搬送ユニットによって覆われる第１の位置と前記透明部材の上面が
露出される第２の位置との間を回動可能な原稿搬送ユニットと、
　を有し、
　前記原稿搬送ユニットは、
　　原稿を搬送する搬送部と、
　　前記搬送部を駆動するモータと、
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　　前記画像読取装置を使用する使用者に関する情報が記憶された媒体がかざされること
により当該媒体から無線通信によって前記情報を受信する通信ユニットが取り付けられる
取付部と、
　を備え、
　前記原稿搬送ユニットが前記第１の位置に位置している状態において、前記原稿搬送ユ
ニットの回動軸に垂直且つ前記原稿が載置される前記透明部材の面に平行な第１方向にお
いて、前記原稿搬送ユニットの中心は、前記モータが設けられる位置と前記取付部が設け
られる位置との間に位置し、
　前記原稿搬送ユニットが前記第１の位置に位置している状態において、前記回動軸に平
行な第２方向において、前記原稿搬送ユニットの中心は、前記モータが設けられる位置と
前記取付部が設けられる位置との間に位置し、
　前記画像読取装置は、一端が前記通信ユニットに接続される第１ケーブルの他端が接続
される接続部を有し、
　前記原稿搬送ユニットが前記第１の位置に位置している状態において、前記第１方向に
おいて、前記接続部は、前記原稿搬送ユニットの中心の位置に関して前記モータと同じ側
に設けられ、
　前記通信ユニットは、前記媒体としての認証カードから前記情報を受信するカードリー
ダであることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、原稿の画像の読取不良が発生することを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１（ａ）は、実施形態１に係る画像形成装置の正面図である。図１（ｂ）は、
実施形態１に係る画像形成装置の斜視図である。
【図２】図２（ａ）は、実施形態１に係る画像読取装置の正面図である。図２（ｂ）は、
実施形態１に係る画像読取装置の斜視図である。
【図３】図３（ａ）は、実施形態１において、原稿搬送装置をリーダユニットに対して開
いた状態を表す斜視図である。図３（ｂ）は、実施形態１に係るヒンジの拡大図である。
【図４】原稿搬送装置の断面図である。
【図５】画像形成装置の制御ブロック図である。
【図６】図６（ａ）は原稿搬送装置の原稿圧板を取り除いた状態の斜視図、図６（ｂ）は
原稿搬送装置にカードリーダを取りつける場合の説明図である。
【図７】図７（ａ）は原稿搬送装置の原稿圧板を取り除いた状態の斜視図、図７（ｂ）は
原稿搬送装置に原稿圧板を取り付けた状態の斜視図である。
【図８】図８（ａ）は、カードリーダ本体と本体カバー部材の拡大構成図である。図８（
ｂ）は、図８（ａ）と異なる方向から視た、カードリーダ本体と本体カバー部材の拡大構
成図である。
【図９】図９は、原稿搬送装置の外装の一部を取り外し、モータを露出させた図である。
【図１０】図１０は、原稿搬送装置から原稿圧板を取り外した状態において、原稿搬送装
置を下方から視た平面図である。
【図１１】図１１は、原稿排出トレイの構成を説明するための図である
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に図面を参照して、この発明の好適な実施の形態を例示して詳しく説明する。画像
読取装置は、フラットベッドスキャナのように装置単体として構成する場合の他、複写機
やファクシミリなどの画像形成装置における画像読取部として用いられることも可能であ
る。また、画像読取装置は、自動原稿搬送装置（以下、原稿搬送装置とする）を備え、原
稿を搬送しながら読取る構成であっても良い。
【００１０】
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　なお、以下の実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置
などは、特に特定的な記載がない限りは、この発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨の
ものではない。
【００１１】
　〔概略構成〕
　図１（ａ）は、複写機である画像形成装置１の正面図である。図１（ｂ）は、画像形成
装置１の斜視図である。
【００１２】
　画像形成装置１は、画像読取装置２と画像形成装置本体１１を備える。画像読取装置２
は、回動ユニットである原稿搬送装置１０、読取ユニットであるリーダユニット１２、原
稿載置トレイ１５、排出シート積載トレイである原稿排出トレイ１６を備える。画像形成
装置本体１１は、画像形成部１３、シート給送部１４、操作パネル９を備える。操作パネ
ル９は、画像表示部９（ａ）、テンキー９（ｂ）を備える。画像形成部１３は、画像形成
装置本体１１の内部に設けられ、公知の電子写真方式による画像形成を行う。画像形成部
１３は、感光体、露光装置、現像装置、転写装置、定着装置を備える。露光装置は、画像
情報に基づき感光体に静電潜像を形成する。現像装置は、静電潜像をトナーにより現像剤
像に現像する。転写装置は、現像剤像をシート給送部１４から搬送されて来たシート状の
記録媒体に転写する。定着装置は、記録媒体の上の現像剤像を記録媒体に定着させる。コ
ピーの場合、画像情報は、画像読取装置２により原稿（シート）の画像を読取ることで生
成され、画像形成部１３へ送信される。プリントの場合、画像情報は、外部装置からプリ
ントジョブとして画像形成部１３に送信される。
【００１３】
　図２（ａ）は、図１（ａ）の画像読取装置２の拡大正面図である。図２（ｂ）は、図１
（ｂ）の画像読取装置２の拡大斜視図である。
【００１４】
　画像読取装置２の原稿載置トレイ１５と原稿排出トレイ１６は、鉛直方向において少な
くとも一部が重なるように構成されている。原稿搬送装置１０の手前側には認証部Ｂが設
けられている。認証部Ｂの内部にはユーザの認証情報を取得する取得手段であるカードリ
ーダ１８が備えられている。カードリーダ１８は、ユーザと無線通信をする通信手段であ
り、具体的には非接触式のＩＣカードリーダである。ユーザは認証部Ｂに認証カードをか
ざすことにより、カードリーダ１８にカードの認証情報を読取らせる。
【００１５】
　原稿を画像読取装置２により流し読みする場合について説明をする。ユーザは、原稿を
原稿載置トレイ１５に原稿を載置し、操作パネル９により原稿の読取りを指示する。原稿
は不図示の給送ローラにより給送され、読取部３ａにより原稿の表面の画像を読取られる
。なお、原稿の両面を読取る場合は、読取部３ｂにより原稿の裏面の画像が読取られる。
読取部３ａは、ＣＩＳ（ｃｏｎｔａｃｔ　ｉｍａｇｅ　ｓｅｎｓｏｒ）やＣＭＯセンサ（
Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　
ｓｅｎｓｏｒ）を適用することが可能である。原稿排出トレイ１６には、傾斜部１７が設
けられている。傾斜部１７は、隣接する部分よりも突出するように設けられている。原稿
排出トレイ１６に排紙された原稿は、傾斜部１７により幅方向（原稿の搬送方向と直交す
る方向）の中央部のみが持ち上げられる。そのため、原稿の幅方向の端部に、原稿排出ト
レイ１６と隙間ができ、ユーザが隙間に手を入れやすくなるため、原稿をユーザが取出し
易くなる。
【００１６】
　図３（ａ）は、原稿搬送装置１０をリーダユニット１２に対して開いた状態を表す斜視
図である。原稿搬送装置１０は、ヒンジ２２を中心にリーダユニット１２に対して回動可
能に設けられている。原稿搬送装置１０が回動することにより、原稿搬送装置１０は読取
ガラス４を開放する開き位置と、読取ガラス４を閉塞する閉じ位置を取ることが可能であ
る。原稿搬送装置１０は、原稿圧板１９を備えている。原稿圧板１９は、原稿搬送装置１
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０が閉じ位置にある時に、読取ガラス４の上の原稿を押圧するように構成されている。リ
ーダユニット１２は読取ガラス４を備えている。図３（ｂ）は、ヒンジ２２の拡大図であ
る。連結部２２ａは原稿搬送装置１０とヒンジ２２をする。連結部２２ｂはリーダユニッ
ト１２とヒンジ２２を連結する。ヒンジ２２は回転軸２２ｃを備えており、原稿搬送装置
１０はヒンジ回転軸２２ｃを中心としてリーダユニット１２に対して回動する構造となっ
ている。
【００１７】
　原稿を読取ガラス４に載置して読取りを行う場合について説明をする。ユーザは原稿搬
送装置１０を開き、読取ガラス４を露出させる。ユーザは、読取ガラス４に、画像を下に
して原稿を載置し、原稿搬送装置１０を閉じる。原稿搬送装置１０の原稿圧板１９は、読
取ガラス４に原稿を押し付ける。ユーザが、操作パネル９により原稿の読取を指示すると
、読取部３ａが移動し原稿の画像を読取る。
【００１８】
　図４は原稿搬送装置１０の断面図である。
【００１９】
　ピックアップローラ３０は、原稿載置トレイ１５に載置された原稿の最上シートと接触
し、原稿を給送ローラ３１へと送り出す。給送ローラ３１は、ピックアップローラ３０の
シート搬送方向の下流に設けられ、ピックアップローラ３０から搬送された原稿を下流に
搬送する。分離ローラ３２は、給送ローラ３１と接触し、複数の原稿が搬送されてきた場
合には、原稿を１枚ずつ分離する機能を有する。分離ローラ３２は不図示のトルクリミッ
タを介して、原稿を原稿積載トレイ１５の方向に戻すような回転駆動を受けている。給送
ローラ３１と分離ローラ３２により挟持されるシートが２枚の場合は、分離ローラ３２の
回転により分離ローラ３２と接触する原稿は原稿積載トレイ１５の方向に戻される。一方
、給送ローラ３１と分離ローラ３２により挟持されるシートが一枚の場合は、給送ローラ
３１の回転に従動するように分離ローラ３２は回転する。前述したトルクリミッタはこの
ような関係を満たすように駆動伝達するトルク値が設定されている。
【００２０】
　給送ローラ３１と分離ローラ３２により１枚ずつに分離された原稿は、搬送ローラ対３
３、３４により、読取部３ａにより原稿の画像が読み取られる位置まで搬送される。読取
部３ａにより原稿の表面の画像を読取られた後、原稿は搬送ローラ対３５により搬送され
、排出ローラ対３６により原稿排出トレイ１６の上に排出される。
【００２１】
　図５は、画像形成装置１の制御ブロック図である。画像読取装置２は画像読取装置制御
部２ａを備える。画像形成装置本体１１は、画像形成装置本体制御部１１ａを備える。画
像形成装置本体制御部１１ａは、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭを備える制御基板である。画像
読取装置制御部２ａと画像形成装置本体制御部１１ａは通信可能となっている。画像形成
装置本体制御部１１ａは、画像形成装置１の外部のサーバーやＰＣと通信可能となってい
る。
【００２２】
　画像形成装置本体制御部１１ａは、画像形成部１３、ＨＤＤと電気的に接続される。画
像形成装置本体制御部１１ａは、画像形成部１３を制御する。
【００２３】
　画像読取装置制御部２ａは、原稿搬送装置制御部２ａ－１とリーダユニット制御部２ａ
－２を備える。原稿搬送装置制御部２ａ－１とリーダユニット制御部２ａ－２は、それぞ
れＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭを備える制御基板である。原稿搬送装置制御部２ａ－１はモー
タＭと電気的に接続されている。リーダユニット制御部２ａ－２は、読取部３ａ、３ｂ、
ＵＳＢ接続部２１（以下、接続部２１）と電気的に接続されている。原稿搬送装置制御部
２ａ－１は、モータＭを制御する。モータＭは、ピックアップローラ３０、給送ローラ３
１、搬送ローラ対３３、３４、排出ローラ対３６に駆動を与える。なお、ピックアップロ
ーラ３０等への駆動の伝達は単一のモータで行っても良いし、複数のモータで行っても良
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い。リーダユニット制御部２ａ－２は、読取部３ａ、３ｂを制御する。原稿搬送装置制御
部２ａ－１とリーダユニット制御部２ａ－２は通信ケーブルによって電気的に接続される
。当該通信ケーブルは、後述するケーブルガイド５０によりガイドされる。
【００２４】
　カードリーダ本体１８ａ（通信手段）との通信を行うための通信ケーブルであるＵＳＢ
ケーブル１８ｂが接続部２１に接続されると、カードリーダ１８と画像読取装置制御部２
ａとの間で通信が可能となる。カードリーダ１８により読み取られたユーザの認証情報は
、画像形成装置本体１１のＨＤＤに記憶されたユーザ情報と照会され、画像形成装置１は
ユーザを認証する。なお、ユーザ情報は画像形成装置１とネットワークでつながったサー
バーに記憶させておいても良い。
【００２５】
　〔カードリーダ１８の取り付け構成及び取り付け方法〕
　図６（ａ）、図６（ｂ）、図７（ａ）、図７（ｂ）、図８（ａ）、図８（ｂ）を用いて
、カードリーダ１８を原稿搬送装置本体１０ａの原稿排出トレイ１６内部への取り付ける
取付方法、及び取り付け部の構造について説明を行う。
【００２６】
　先述したように、カードリーダ１８は、画像形成装置１に標準装備されるものではなく
、オプションとして追加されることが多い。そのため、カードリーダ１８を後から簡易に
取り付けられる構成となっている。
【００２７】
　取付けの作業はサービスマンが行っても良いし、ユーザが行っても良い。オプションの
カードリーダ１８を取り付ける場合は、図３（ａ）のように原稿搬送装置１０をリーダユ
ニット１２に対して互いを連結するヒンジ２２によって略９０°開放する。
【００２８】
　図６（ａ）は原稿搬送装置１０の原稿圧板１９を取り除いた状態の斜視図、図６（ｂ）
は原稿搬送装置本体１０ａにカードリーダ１８を取りつける場合の説明図である。
【００２９】
　原稿圧板１９は原稿搬送装置本体１０ａに対して第２取付手段である面ファスナー２６
ａ、２６ｂにより着脱可能に取り付けられている。原稿搬送装置本体１０ａには面ファス
ナー２６ａが複数配置されており、原稿圧板１９には面ファスナー２６ａと対応する位置
に面ファスナー２６ｂが配置されている。原稿圧板１９を原稿搬送装置本体１０ａから取
り外されると、図６（ａ）に示すように原稿排出トレイ１６の内部が露出する。原稿排出
トレイ１６の内部には、取付部２５、ケーブルカバー部材２４、接続部２１が設けられて
いる。カードリーダ１８は、カード読取部であるカードリーダ本体１８ａと通信ケーブル
であるＵＳＢケーブル１８ｂを含む。接続部２１は、ＵＳＢケーブル１８ｂのＵＳＢ端子
が接続される。接続部２１とリーダユニット制御部２ａ－２とを電気的に接続するための
制御ケーブル（不図示）はケーブルガイド５０によりガイドされる。ケーブルガイドは、
読取部３ｂで読み取られた画像情報をリーダユニット制御部２ａ－２へ通信するための制
御ケーブルもガイドする。なお、本実施形態において、画像読取制御部２ａは、原稿搬送
装置制御部２ａ－１とリーダユニット制御部２ａ－２をそれぞれ持つ構成としたがこれに
限られるものではない。リーダユニット１２のみに画像読取装置２の全体を制御する画像
読取装置制御部２ａを設けるようにしてもよい。
【００３０】
　取付部２５は、カードリーダ本体１８ａが取り付けられる部分である。本実施形態では
、支持容器である本体カバー部材２０を介して取付部２５に取り付けられる。本体カバー
部材２０及びケーブルカバー部材２４は、原稿排出トレイ１６の内側に着脱可能に装着さ
れている。
【００３１】
　図６（ｂ）を用いて取りつける手順を説明する。
・カードリーダ本体１８ａを本体カバー部材２０に保持させる（Ａ）。カードリーダ本体
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１８ａを本体カバー部材２０に保持させる構成の詳細は後述する。
・本体カバー部材２０を原稿排出トレイ１６の内部に固定する（Ｂ）。
・ＵＳＢケーブル１８ｂの端部にはＵＳＢコネクタが付いており、ＵＳＢコネクタを接続
部２１ｂに接続する。ＵＳＢケーブル１８ｂを格納部２３に格納し、ケーブルカバー部材
２４によりＵＳＢケーブル１８ｂを覆う（Ｃ）。
・原稿圧板１９を原稿搬送装置本体１０ａに取り付ける（Ｄ）。
【００３２】
　このようにカードリーダ１８を取りつけることにより、画像読取装置制御部２ａはカー
ドリーダ１８と通信可能になる。
【００３３】
　原稿排出トレイ１６カードリーダ１８はメーカーにより様々な種類があり、これに伴っ
て設けられているＵＳＢケーブル１８ｂの長さは約４０ｃｍ～約１８０ｃｍまで様々な長
さが存在する。原稿搬送装置１０は、リーダユニット１２に対して開閉可能に設けられて
いる。そのため、カードリーダ１８の取付けの際に、ＵＳＢケーブル１８ｂを適切に束ね
ないまま原稿搬送装置１０の内部に格納した場合、原稿搬送装置１０の開閉動作に伴い、
ＵＳＢケーブル１８ｂが原稿搬送装置１０の内部でガタガタ動いてしまう。結果、ＵＳＢ
ケーブルが周辺の部品に衝突して異音が発生する。あるいは、前述したようにカードリー
ダ１８の取り付け過程で例えば原稿圧板１９のような周囲の部品と線噛みしてしまい断線
してしまうおそれがある。
【００３４】
　本実施形態では、原稿搬送装置１０の内部にカードリーダ１８から延在するＵＳＢケー
ブル１８ｂの余剰を格納する格納手段である格納部２３が設けられる。格納部２３は原稿
排出トレイ１６の内側に矩形状のリブ２３ａで形成される。ＵＳＢケーブル１８ｂは、リ
ブ２３ａの内側の領域に格納される。
【００３５】
　図７（ａ）は格納部２３にＵＳＢケーブル１８ｂを格納した状態の斜視図、図７（ｂ）
は原稿搬送装置１０の原稿圧板１９を装着した状態の斜視図である。図７（ａ）に示すよ
うに、ＵＳＢケーブル１８ｂは、リブ２３ａに囲われた内部に束ねられた状態で収納され
る。ＵＳＢケーブル１８ｂは、リブ２３ａから突出しないようにケーブルカバー部材２４
によって覆われる。そして、図７（ｂ）に示されるように原稿搬送装置１０の原稿圧板１
９を装着する。
【００３６】
　図８（ａ）、図８（ｂ）はカードリーダ本体１８ａと本体カバー部材２０の拡大構成図
である。本体カバー部材２０は、面ファスナー２６ａ、開口２０ａ、ネジ取り付け部２０
ｂ、爪２０ｃ、錘装着部２０ｄ、脱落防止部２０ｄ－１、ケーブル開口２０ｅを備える。
開口２０ａは、ベルト２７を通す。ネジ取り付け部２０ｂは、ネジ２９が取り付けられる
。爪２０ｃは、原稿搬送装置本体１０ａに係合する。錘装着部２０ｄは、錘２８が装着可
能に構成されている。ケーブル開口２０ｅは、ＵＳＢケーブルを本体カバー部材２０の外
部へ出す。脱落防止部２０ｄ－１の説明は後述する。本体カバー部材２０に面ファスナー
２６ａを設けることにより、原稿圧板１９に設けられる面ファスナー２６ｂの配置の自由
度を上げることができる。
【００３７】
　カードリーダ本体１８ａを取り付ける詳細を説明する。カードリーダ本体１８ａを、ベ
ルト２７により本体カバー部材２０に固定する。ＵＳＢケーブル１８ｂを、ケーブル開口
２０ｅから、本体カバー部材２０の外に出す。錘２８を、本体カバー部材２０からαの方
向にスライドさせて取り除く。なお、錘２８の技術的意味は後述する。爪２０ｃを原稿搬
送装置本体１０ａに係合させる。ネジ２９を用いてカードリーダ本体１８ａを原稿搬送装
置本体１０ａに固定する。
【００３８】
　〔格納部２３について〕
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　本実施形態によれば、ＵＳＢケーブル１８ｂの余剰した部分は、格納部２３に格納され
る。そのため、ＵＳＢケーブル１８ｂの余剰した部分は、格納部２３から飛び出して原稿
圧板１９の動きを妨げることがない。結果、ユーザにより原稿搬送装置１０を開閉させた
としても、ＵＳＢケーブル１８ｂの余剰部分がある程度拘束されているため、別の部材に
ぶつかった時の異音が発生しにくい。原稿排出トレイ１６また原稿搬送装置１０と例えば
原稿圧板１９などの周囲の部品との間に挟まれて断線するおそれがない。また、ＵＳＢケ
ーブル１８ｂの余剰した部分を格納部２３に格納することでサービスマン等がカードリー
ダ１８の取付作業、取り外し作業を容易に行うことができる。なお、ケーブルカバー部材
２４により格納部２３を覆う構成にしているが、ＵＳＢケーブル１８ｂが格納部２３に格
納され略固定できるような構成であれば、ケーブルカバー部材２４を設けなくても良い。
【００３９】
　〔カードリーダ１８の取り付け構成について〕
　本実施形態によれば、原稿圧板１９を原稿搬送装置本体１０ａから取り除くことが可能
に構成し、原稿圧板１９が取り除かれると取付部２５が外部へ露出するようにしている。
このように構成することで、原稿搬送装置１０の内部へのアクセスを容易にし、カードリ
ーダ１８の取り付け、取り外しを容易に行うことができるようにしている。また、本実施
形態によれば、図７（ａ）に示すように、原稿搬送装置本体１０ａは、取付部２５の一部
を覆うように突き出したひさし部を１０ｂを備える。そのため、ひさし部１０ｂがカード
リーダ本体１８ａが原稿搬送装置本体１０ａから脱落するのを抑制することができる。本
実施形態では、取付部２５にカードリーダ本体１８ａを、本体カバー部材２０、ベルト２
７を含む第１取付手段を介して、原稿搬送装置本体１０ａに取り付けている。このように
、本体カバー部材２０にカードリーダ本体１８ａを取り付けた後に、原稿搬送装置本体１
０ａに取り付けるようにしたことで、直接原稿搬送装置本体１０ａに取り付けるような構
成よりも取り付け作業が容易になる。
【００４０】
　なお、本実施形態は原稿圧板１９を原稿搬送装置本体１０ａから全て取り除けるように
構成したがこれに限られるものではない。原稿圧板１９の一部のみ原稿搬送装置本体１０
ａから取り除けるように構成しても良い。また、原稿圧板１９の一部が原稿搬送装置本体
１０ａと連結した状態において原稿圧板１９の他の一部を原稿搬送装置本体１０ａから取
り外せるようにし、取付部２５が外部に露出するように構成しても良い。
【００４１】
　〔錘２８について〕
　本実施形態によれば、本体カバー部材２０は、錘装着部２０ｄを備え、錘２８を取り外
し可能に構成されている。カードリーダ１８を原稿搬送装置本体１０ａに取り付ける場合
は、当該錘２８を原稿搬送装置本体１０ａから取り外す。そして、カードリーダ１８を原
稿搬送装置本体１０ａから取り外す場合は、当該錘２８を原稿搬送装置本体１０ａに取り
付ける。このようにすることで、原稿搬送装置１０の重さをカードリーダ１８の有無によ
り大きく変化させないようにしている。
【００４２】
　この理由を説明する。読取ガラス４に置かれた原稿は原稿圧板１９により押圧される。
しかし、原稿搬送装置１０の重さが十分でないと適切に原稿が読取ガラス４に押圧されず
、原稿が読取ガラス４から浮いてしまうおそれがある。原稿が読取ガラス４から浮いてし
まうと読取手段３ａによる原稿の画像の読取りが不良となってしまう。そのため、原稿搬
送装置本体１０ａからカードリーダ１８を取り外した場合は、カードリーダ１８と略同一
の重さの錘２８を取り付けることにより、原稿搬送装置１０の重さがカードリーダ１８の
有無により大きく変化させないようにしている。カードリーダ１８と略同一の重さとは、
画像読取装置２にオプションで設定されているカードリーダ１８の重さの±２０％程度の
重さを指す。
【００４３】
　図８（ａ）、図８（ｂ）に示されるように、本体カバー部材２０の錘装着部２０ｄは脱
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落防止部２０ｄ－１を備える。本体カバー部材２０に錘２８を取り付ける場合、βの方向
に錘をスライドさせて取り付ける。錘２８は、脱落防止部２０ｄ－１に突きあたりそれ以
上脱落することはない。そして、本体カバー部材２０を原稿搬送装置本体１０ａに取り付
けると、原稿搬送装置本体１０ａの壁１０ｃが、錘２８がα方向において対向する位置に
なり脱落を防止する。このように構成することで、本体カバー部材２０が原稿搬送装置本
体１０ａから取り外されている時は錘２８を本体カバー部材２０に取り付けやすする。一
方、本体カバー部材２０が原稿搬送装置本体１０ａから取り付けられている時は錘２８が
本体カバー部材２０から脱落しないようにすることができる。本実施形態は錘２８の取り
つけ方向をβとしているが、これに限られるものではない。錘２８を本体カバー部材２０
にβと垂直な方向から取り付けるようにしてもよい。その場合でも、本体カバー部材２０
を原稿搬送装置本体１０ａに取り付けた場合は、原稿搬送装置本体１０ａの壁が錘２８の
脱落を防止するようにすると良い。
【００４４】
　なお、本実施形態は、本体カバー部材２０に錘装着部２０ｄを設ける構成としたがこれ
にかぎられるものではない。本体カバー部材２０を用いず、原稿搬送装置本体１０ａに直
接錘２８を取り付けるように構成してもよい。
【００４５】
　〔モータＭとカードリーダ本体１８ａとの関係について〕
　図９は、原稿搬送装置１０の外装の一部を取り外し、モータＭを露出させた説明図であ
る。図１０は、原稿搬送装置１０から原稿圧板１９を取り外した状態において、原稿搬送
装置１０を下方からみた平面図である。
【００４６】
　図９、図１０において、ヒンジ２２の回動軸線方向をＸ方向、ヒンジ２２の回動軸線方
向と直交する方向をＹ方向とする。また、Ｙ方向において、原稿搬送装置１０の中心を通
る仮想線を０、Ｘ方向において原稿搬送装置１０の中心を通る仮想線をＰとする。
【００４７】
　図９に示すように、本実施形態では、Ｙ方向において、モータＭは仮想線Ｏの一方側に
配置され、カードリーダ本体１８ａの取付部２５は仮想線Ｏの他方側に配置される。また
、Ｘ方向において、モータＭは仮想線Ｐの一方側に配置され、カードリーダ本体１８ａの
取付部２５は仮想線Ｐの他方側に配置される。このように、重量のあるモータＭとカード
リーダ本体１８ａとを、中心を挟んで逆側に配置することにより原稿搬送装置１０の重心
の位置が原稿搬送装置の中心から大きく外れてしまうことを抑制することができる。原稿
搬送装置１０は、原稿圧板１９により原稿を読取ガラス４に押圧するようにしている。原
稿搬送装置１０の重心が中心から大きくずれてしまうと原稿の押圧状態も不均一となるお
それがあり、原稿の画像の読取りが不良となるおそれがある。また、モータＭは、Ｙ方向
に置いてヒンジに近い側（奥側）に配置され、取付部２５はヒンジに遠い側（手前側）に
配置される。このようにすることで、モータＭのような電装系はユーザが触りにくいよう
にし、取付部２５を手前側に配置することでユーザが認証動作を行いやすくしている。
【００４８】
　Ｘ方向において、カードリーダ本体１８ａの取付部２５は、仮想線Ｐに対し、操作パネ
ル９と同じ側に配置されている。このように操作パネル９と取付部２５を近接させること
で、操作パネル９にカード認証の操作が指示された場合に、ユーザの目線の移動を少なく
することができる。
【００４９】
　原稿搬送装置１０を回動させるためにユーザが把持する把持部４０は、Ｘ方向において
、仮想線Ｐに対し同じ側に配置している。このように、モータＭの近くに力点を置くこと
で、モータＭの重量による原稿搬送装置の捻じれの発生を抑制している。
【００５０】
　図１０に示すように、接続部２１は、Ｙ方向において仮想線Ｏに対しモータＭと同じ側
に配置される。このように、接続部２１とモータＭを近くに配置することで、モータＭを
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駆動するための画像読取装置制御部２ａにつながるケーブルと、接続部２１から画像読取
装置制御部２ａにつながるケーブルの取り回しをしやすくしている。
【００５１】
　〔接続部２１について〕
　図１０を用いて、接続部２１の配置について説明をする。接続部２１とケーブルガイド
５０は、Ｙ方向において、仮想線Ｏよりもヒンジに近い側に配置されている。また、接続
部２１とケーブルガイド５０は、仮想線Ｐに対し同じ側に配置されている。このように、
接続部２１とケーブルガイド５０を近くに配置するようにしている。原稿搬送装置１０と
リーダユニット１２との間をケーブルでなるべく短くしようとすると、原稿搬送装置１０
とリーダユニット１２との間に設けられるケーブルガイド５０は、Ｙ方向においてヒンジ
２２に近い側に設けることが望ましい。そして、接続部２１も同様にヒンジ２２に近い位
置に設けることで、接続部２１からリーダユニット１２につながるケーブルを短くするこ
とができる。なお、接続部２１をケーブルガイド５０の近くに設けると、接続部２１から
カードリーダ本体１８ａまで接続するＵＳＢケーブル１８ｂの長さが長くなってしまうお
それがある。しかしながら、ユーザは必ずしもカードリーダ１８を原稿搬送装置１０に設
けないことを考慮すれば、リーダユニット１２と接続部２１とをつなぐケーブルをなるべ
く短くし、当該ケーブルのはいまわしの煩わしさを無くした方が良い。
【００５２】
　また、カードリーダ本体１８ａを収容する本体カバー部材２０のケーブル開口２０ｅを
Ｘ方向において、本体カバー部材２０の中心を通る仮想線Ｑよりも接続部２１に近い側に
配置している。また、格納部２３のリブ２３ａの開口部２３ｄを、Ｘ方向において、格納
部２３の中心を通る仮想線Ｒよりも接続部２１に近い側に配置している。このようにする
ことで、ＵＳＢケーブル１８ｂが原稿搬送装置１０の内部でなるべくすっきりするように
している。
【００５３】
　〔原稿排出トレイ１６の構成〕
　図１１は、原稿排出トレイ１６の構成を説明するための図である。
本実施形態では、原稿排出トレイ１６の原稿が積載される領域は第１の領域１６ａと第２
の領域１６ｂに分類することができる。なお、原稿が積載される領域（第１の領域１６ａ
と第２の領域１６ｂ）は、原稿読取装置２が読み取れる最大サイズの大きさの原稿により
定義される。また、原稿が積載される領域（第１の領域１６ａと第２の領域１６ｂ）は、
原稿と原稿排出トレイ１６とが接触する部分ではなく、原稿が原稿排出トレイ１６を覆い
隠す部分を指す。
【００５４】
　第１の領域１６ａは、第１の領域よりもＹ方向の手前側にシート規制部１６ｃが設けら
れている領域である。シート規制部１６ｃは、原稿が接触する底面１６ｄよりも高さが高
くなっている部分である。シート規制部１６ｃにより、排出ローラ対３６から排出された
原稿が手前方向に飛び出してくるのを抑制することができる。下流第２の領域１６ｂは、
このようなシート規制部１６ｃが存在しない領域である。第２の領域１６ｂは、原稿の排
出方向において、第１の領域１６ａの下流側に配置されている。
【００５５】
　図４に示すように、第１の領域１６ａの底面１６ｄは、原稿の排出方向（原稿の搬送方
向と同じ方向）において、下流に向かって高くなるような傾斜面となっている。そのため
、排出された原稿は原稿の排出方向上流側に重力で寄せられ、接触壁１６ｅと原稿の排出
方向の上流側端が接触し、原稿は整列させられる。
【００５６】
　図１１に戻って説明をする。画像読取装置２の小型化のために、認証部Ｂ（カードリー
ダ本体１８ａが取り付けられる取付部２５）は、シートが積載される領域に設けるのが望
ましい。しかし、第１の領域１６ａに認証部Ｂを設けようとすると、底面１６ｄか、シー
ト規制部１６ｃに設けることになってしまう。底面１６ｃに設けると、シート規制部１６
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けようとすると、シート規制部１６ｃのＹ方向の幅をカードリーダ本体１８ａが内部に配
置できる程度に確保しなければならなくなり装置の大型化につながる。そこで、本実施形
態では、第２の領域１６ｂと少なくとも一部が重複する位置に認証部Ｂを配置するように
している。なお、認証部Ｂを第２の領域１６ｂと完全に重複する位置に配置するようにし
てもよい。このようにすることで、ユーザの認証をしやすくしている。また、本実施形態
では認証部Ｂの表面は水平面とすることでユーザの認証をしやすくしている。また、シー
ト規制部１６ｃの上面と認証部の面は略同一平面とすることで、視覚的にすっきりとさせ
ている。また、第２の領域１６ｂは傾斜部１７が設けられており、仮に原稿排出トレイ１
６に原稿が排出されたとしても、原稿と認証部Ｂとの間に隙間ができるようにしており、
ユーザの認証をしやすくしている。
【００５７】
　（その他）
　上述した実施形態では、カードリーダを取りつける装置として原稿搬送装置１０を用い
て説明したがこれに限られるものではない。原稿搬送機能を有さない圧板ユニットの内部
に通信ケーブルを格納するための格納部を設ける構成であっても良い。
【００５８】
　また、上述した実施形態では、電子写真方式の画像形成装置で説明を行ったがこれに限
られるものではない。電子写真方式の画像形成装置に代えて、インクを吐出して用紙に画
像を形成するインクジェット方式の画像形成装置に本実施形態に係る発明を適用してもよ
い。
【００５９】
　また、上述した実施形態では、画像読取装置として画像形成装置本体を備えた複写機と
して説明したがこれに限られるものではない。フラットベッドスキャナのような画像読取
装置単体の物にも適用可能である。
【００６０】
　また、上述した実施形態では、ユーザと無線通信をする通信手段である認証装置として
カードリーダを用いた例を説明したがこれに限られるものではない。指紋認証装置、生体
認証（静脈認証）等のその他の認証装置を適用することも可能である。また、認証装置以
外にも、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）を利用した画像
のデータを通信するための通信手段に適用しても良い。
【符号の説明】
【００６１】
　１　画像形成装置
　２　画像読取装置
　１０　原稿搬送装置
　１１　画像形成装置本体
　１２　リーダユニット
　１６　原稿排出トレイ
　１７　傾斜部
　１８　カードリーダ
　１８ａ　カードリーダ本体
　１８ｂ　ＵＳＢケーブル
　２０　取付部
　２３　格納部
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